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令和２年７月３０日　

放課後等デイサービス事業所　管理者　様

相模原市高齢・障害者支援課長

　　新型コロナ感染症対策にかかる放課後等デイサービスの報酬請求事務について（その４）

日頃より適切な報酬請求事務の実施にご協力いただき感謝申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる学校の休業等に対し多大なる御尽力を賜

り誠にありがとうございます。

さて、８月以降のサービス提供における報酬請求事務について、次のとおり取扱うことといた

しますのでご留意くださいますようお願いいたします。

皆様には大変お手数をおかけいたしますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

　１　令和２年８月以降の報酬単価について

　　相模原市が支給決定している児童の報酬単価については、学校の臨時休業及び分散登校が終

了し、一定の期間が経過していることから、授業の終了後であっても休業日単価を算定する新

型コロナ対策にかかる報酬単価の特例措置を７月提供分までで終了とします。

　　ついては、８月提供分以降の報酬単価は、通常のとおり児童ごとに登校後又は休業日の形態

を確認し請求いただくようお願いします。夏季休業期間においても同様の扱いとなります。

　

２　利用者負担額の補助について

　報酬単価の特例措置の終了により利用者負担額の増加が低減され限定的になることや厚労省

発出のＱ＆Ａにおいて夏季休業期間中は利用者負担補助について対象とならない旨が示されて

いることから、利用者負担額の補助対象期間を７月提供分までで終了とします。

８月提供分以降は、通常どおりすべての利用者負担額が保護者の負担となりますのでご留意

ください。

　

３　代替支援の取扱いについて

通所によらず電話や Skype 等を用いた代替支援の提供について、新型コロナの感染防止のた

め、保護者（児童）の希望・同意のもとサービスを提供した場合は、８月以降も引き続き通所

に替えて報酬を算定することが可能です。ただし、上記のとおり補助対象期間が終了するため、

８月以降は他のサービスと同様に代替支援についても利用者の負担が発生しますので、保護者

へのご説明を丁寧に行うなど十分にご留意ください。

≪問い合わせ先≫

健康福祉局地域包括ケア推進部

　　高齢・障害者支援課　障害認定・給付班
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